
【参考資料】教育基本法、第３次教育振興基本計画（抜粋） 

 

教育基本法 

（家庭教育） 

第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な

習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その

他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 

第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するととも

に、相互の連携及び協力に努めるものとする。 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策

についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報

告するとともに、公表しなければならない。 

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興の

ための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

 

 

教育振興基本計画 

 目標（６）家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 

多様化する家庭環境に対し、地域全体で家庭教育を支える。また、地域社会との様々な関わりを通じて、子

供たちが安心して活動できる居場所づくりを進め、これからの時代に必要な力や地域への愛着や誇りを子供

たちに育成する。さらに、家庭や地域と学校との連携・協働を推進する。 

（測定指標） 

・地域において子育ての悩みや不安を相談できる人がいる保護者の割合の改善   

○ 家庭の教育力の向上 

・ 関係府省が連携し、妊娠期から学齢期以降までの切れ目のない支援の実現に向けて、地域における

子育て支援と家庭教育支援の連携体制を構築し、教育委員会と他の部局の間、関係機関・関係者の間で、

支援が必要な子供や家庭に関する情報の共有化や協働の促進を図る。 

・ 家庭教育支援員となる人材の育成や訪問型家庭教育支援の充実を図るとともに、必要になる個人情報

の円滑かつ適切な共有に係る好事例の収集や周知を行うなど、様々な課題を抱えながらも地域から孤立し、

自ら相談の場にアクセスすることが困難な家庭やその親子に対する支援を強化する。 

 

目標（１４）家庭の経済状況や地理的条件への対応 

教育の機会均等に向け、家庭の経済状況や地理的条件によって、子供が進学等を断念することがないよう、

家庭の教育費負担の軽減を図るとともに、幼児期や小学校低学年の時期から子供の学びをきめ細かく支援し、

セーフティネットを構築する。 

○ 地域の教育資源の活用 

・ 社会教育施設を活用した読書習慣の定着等の教育格差解消に向けた活動、家庭教育支援チーム等によ

る相談対応や訪問型家庭教育支援等の取組を通じた課題別の効果的な支援等を推進し、成果の普及を図る。 


